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○
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
九
号

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
第
二
条
第
二
項
、
第
六
十
条
第
一
項
第
二
号

ニ
、
第
八
十
五
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
同
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
二
条
第
三
項
並
び
に
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す

る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

川
崎

二
郎

厚
生
労
働
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
事
務
の
所
轄
）

第
一
条

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十

条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
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す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
う
ち
労
働
基
準
監
督
署
の
管
轄
区
域
に
係
る
も
の
は
、

当
該
労
働
基
準
監
督
署
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

３

法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
遺
族
給
付
金
（
以
下
「
特
別
遺
族
給
付
金
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
は
、

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
事
業
場
が
二

以
上
の
都
道
府
県
労
働
局
の
管
轄
区
域
に
ま
た
が
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
業
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道

府
県
労
働
局
長
）
（
以
下
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
が
行
う
。

４

前
項
の
事
務
の
う
ち
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
事
業

場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
（
事
業
場
が
二
以
上
の
労
働
基
準
監
督
署
の
管
轄
区
域
に
ま
た
が
る
場
合
に

は
、
そ
の
事
業
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
）
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と

い
う
。
）
が
行
う
。

（
対
象
疾
病
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
じ
ん
肺
症
若
し
く
は
じ
ん
肺
（
じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十
五
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年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
疾
病
を
い
う
。
）
と
合
併
し
た
じ
ん
肺
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五

年
労
働
省
令
第
六
号
）
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
疾
病
（
第
四
条
に
お
い
て
「
石
綿
に
よ
る
じ
ん
肺
症
等

」
と
い
う
。
）
、
良
性
石
綿
胸
水
又
は
び
ま
ん
性
胸
膜
肥
厚
と
す
る
。

（
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
遺
族
の
障
害
の
状
態
）

第
三
条

法
第
六
十
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
の
状
態
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
五
条
に
規
定
す
る
障
害
の
状
態
と
す
る
。

（
法
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
徴
収
法
の
特
定
疾
病
等
）

第
四
条

法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
徴
収
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
三
項
及
び
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
徴
収
法
第
二
十
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病

は
、
次
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
疾
病
と
し
、
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
徴
収
法
第
十

二
条
第
三
項
及
び
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
徴
収
法
第
二
十
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
事
業
の
種
類
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
疾
病
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
事
業
と
し
、
法
第
六
十
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九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
徴
収
法
第
十
二
条
第
三
項
及
び
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
徴
収
法
第
二
十
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

石
綿
に
よ
る
中
皮
腫
又
は
気
管

港
湾
貨
物
取
扱
事
業
又
は

第
三
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
に
属
す
る
労
災
保
険
適

支
若
し
く
は
肺
の
悪
性
新
生
物

港
湾
荷
役
業

用
事
業
主
（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
災

保
険
適
用
事
業
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
異
に
す

る
二
以
上
の
事
業
場
に
お
い
て
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業

務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
死
亡
労
働

者
等
で
あ
っ
て
、
当
該
死
亡
労
働
者
等
に
つ
い
て
第
二

欄
に
掲
げ
る
疾
病
の
発
生
の
原
因
と
な
っ
た
業
務
に
従

事
し
た
最
後
の
事
業
場
の
事
業
主
に
日
々
又
は
二
月
以

内
の
期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
、
又
は
使
用
さ
れ
た
も

の
（
二
月
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
を
除
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く
。
）

建
設
の
事
業

第
三
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
に
属
す
る
労
災
保
険
適

用
事
業
主
を
異
に
す
る
二
以
上
の
事
業
場
に
お
い
て
石

綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
た
こ

と
の
あ
る
死
亡
労
働
者
等
で
あ
っ
て
、
当
該
死
亡
労
働

者
等
に
つ
い
て
第
二
欄
に
掲
げ
る
疾
病
の
発
生
の
原
因

と
な
っ
た
業
務
に
従
事
し
た
最
後
の
事
業
場
に
お
い
て

当
該
業
務
に
従
事
し
た
期
間
（
当
該
死
亡
労
働
者
等
が

、
当
該
最
後
の
事
業
場
に
使
用
さ
れ
る
ま
で
の
間
引
き

続
い
て
当
該
最
後
の
事
業
場
の
事
業
主
の
他
の
事
業
場

に
使
用
さ
れ
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
使
用
さ

れ
て
い
た
期
間
の
う
ち
当
該
業
務
に
従
事
し
た
期
間
を

通
算
し
た
期
間
。
次
項
の
第
四
欄
に
お
い
て
「
特
定
業



- 6 -

務
従
事
期
間
」
と
い
う
。
）
が
第
一
欄
に
掲
げ
る
疾
病

の
う
ち
石
綿
に
よ
る
中
皮
腫
に
つ
い
て
は
一
年
、
石
綿

に
よ
る
気
管
支
又
は
肺
の
悪
性
新
生
物
に
つ
い
て
は
十

年
に
満
た
な
い
も
の

二

石
綿
に
よ
る
じ
ん
肺
症
等

建
設
の
事
業

第
三
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
に
属
す
る
労
災
保
険
適

用
事
業
主
を
異
に
す
る
二
以
上
の
事
業
場
に
お
い
て
石

綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
た
こ

と
の
あ
る
死
亡
労
働
者
等
で
あ
っ
て
、
特
定
業
務
従
事

期
間
が
三
年
に
満
た
な
い
も
の

（
法
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
徴
収
法
に
お
け
る
特
別
遺
族
年
金
の
額

の
算
定
）

第
五
条

法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
徴
収
法
第
十
二
条
第
三
項
及
び
令
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
徴
収
法
第
二
十
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
特
別
遺
族
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年
金
（
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
特
別
遺
族
年
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
は
、
千
二
百
万
円
と
す
る
。

（
特
別
遺
族
年
金
の
請
求
）

第
六
条

特
別
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
労
働
者
等
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

請
求
人
及
び
請
求
人
以
外
の
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
死
亡
労
働

者
等
と
の
関
係
及
び
第
三
条
に
規
定
す
る
障
害
の
状
態
の
有
無

三

事
業
の
名
称
及
び
事
業
場
の
所
在
地

四

死
亡
の
年
月
日

五

第
三
号
の
事
業
場
に
お
い
て
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
及
び
そ
の
内
容

六

第
三
号
の
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
お
け
る
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
係
る
従
事
歴
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
従
事
し
た
期
間
及
び
そ
の
内
容

七

特
別
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
当
該
特
別
遺
族
年
金
の
払
渡
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
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る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
当
該
払
渡
に
係
る
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
又
は
当
該
特
別
遺
族
年
金
の
払
渡
を
受
け
る
こ
と
を

希
望
す
る
郵
便
局
の
名
称
、
所
在
地
及
び
郵
便
振
替
口
座
の
口
座
番
号

２

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
の
資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
労
働
者
等
に
関
し
て
市
町
村
長
に
提
出
し
た
死
亡
診
断
書
、
死
体
検
案
書
又
は
検
視
調
書
に
記
載
し
て
あ
る
事
項

に
つ
い
て
の
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
証
明

書
（
当
該
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）

二

請
求
人
及
び
第
一
項
第
二
号
の
遺
族
と
死
亡
労
働
者
等
と
の
身
分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は

抄
本

三

請
求
人
又
は
第
一
項
第
二
号
の
遺
族
が
死
亡
労
働
者
等
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四

請
求
人
及
び
第
一
項
第
二
号
の
遺
族
（
死
亡
労
働
者
等
の
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
っ
た
子
を
除
く
。
）
が
死
亡
労
働
者

等
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
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五

請
求
人
及
び
第
一
項
第
二
号
の
遺
族
の
う
ち
、
第
三
条
に
規
定
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
特
別
遺
族
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
死
亡
労
働
者
等
の
死
亡
の
時
か
ら
引
き
続
き
そ
の
障

害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
資
料

六

第
一
項
第
二
号
の
遺
族
の
う
ち
、
請
求
人
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

第
七
条

法
第
六
十
一
条
第
一
項
後
段
又
は
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
労
災
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
五
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
特

別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
と
な
っ
た
者
は
、
そ
の
先
順
位
者
が
既
に
特
別
遺
族
年
金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
た
後
に
特
別
遺

族
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
労
働
者
等
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

請
求
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
死
亡
労
働
者
等
と
の
関
係

三

請
求
人
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名
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四

特
別
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
当
該
特
別
遺
族
年
金
の
払
渡
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す

る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
当
該
払
渡
に
係
る
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
又
は
当
該
特
別
遺
族
年
金
の
払
渡
を
受
け
る
こ
と
を

希
望
す
る
郵
便
局
の
名
称
、
所
在
地
及
び
郵
便
振
替
口
座
の
口
座
番
号

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
の
資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
人
及
び
前
項
第
三
号
の
遺
族
と
死
亡
労
働
者
等
と
の
身
分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄

本
二

請
求
人
及
び
前
項
第
三
号
の
遺
族
の
う
ち
、
第
三
条
に
規
定
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
特
別
遺
族
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
死
亡
労
働
者
等
の
死
亡
の
時
か
ら
引
き
続
き
そ
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
資
料

三

前
項
第
三
号
の
遺
族
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
請
求
人
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

（
請
求
等
に
つ
い
て
の
代
表
者
）

第
八
条

特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
そ
の
う
ち
一
人
を
、
特
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別
遺
族
年
金
の
請
求
及
び
受
領
に
つ
い
て
の
代
表
者
に
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
世
帯
を
異
に
す
る
等
や
む

を
え
な
い
事
情
の
た
め
代
表
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
代
表
者
を
選
任
し
、
又
は
そ
の
代
表
者
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所

轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
併
せ
て
そ
の
代
表
者
を
選
任
し
、
又
は

解
任
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
遺
族
一
時
金
の
請
求
）

第
九
条

法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
特
別
遺
族
一
時
金
（
以
下
「
特
別
遺
族
一
時
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
労
働
者
等
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

請
求
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
死
亡
労
働
者
等
と
の
関
係

三

法
第
六
十
二
条
第
一
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

事
業
の
名
称
及
び
事
業
場
の
所
在
地

ロ

死
亡
の
年
月
日
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ハ

イ
の
事
業
場
に
お
い
て
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
及
び
そ
の
内
容

ニ

イ
の
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
お
け
る
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
係
る
従
事
歴
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

従
事
し
た
期
間
及
び
そ
の
内
容

２

前
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
人
が
死
亡
労
働
者
等
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

請
求
人
が
死
亡
労
働
者
等
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

三

法
第
六
十
二
条
第
一
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

死
亡
労
働
者
等
に
関
し
て
市
町
村
長
に
提
出
し
た
死
亡
診
断
書
、
死
体
検
案
書
又
は
検
視
調
書
に
記
載
し
て
あ
る
事

項
に
つ
い
て
の
戸
籍
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
証
明
書
（
当
該
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）
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ロ

請
求
人
と
死
亡
労
働
者
等
と
の
身
分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

四

法
第
六
十
二
条
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
、
請
求
人
が
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
で
あ
っ
た
こ
と

が
な
い
と
き
は
、
前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

４

前
条
の
規
定
は
、
特
別
遺
族
一
時
金
の
請
求
及
び
受
領
に
つ
い
て
の
代
表
者
の
選
任
及
び
解
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
別
遺
族
給
付
金
に
関
す
る
処
分
の
通
知
等
）

第
十
条

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で

、
そ
の
内
容
を
請
求
人
又
は
受
給
権
者
若
し
く
は
受
給
権
者
で
あ
っ
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
請
求
人
等
」
と
い
う
。
）
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
請
求
人
等
か
ら
提
出
さ
れ

た
書
類
そ
の
他
の
資
料
の
う
ち
返
還
を
要
す
る
書
類
そ
の
他
の
物
件
が
あ
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
返
還
す
る
も
の

と
す
る
。

（
特
別
遺
族
年
金
証
書
）

第
十
一
条

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
特
別
遺
族
年
金
の
支
給
の
決
定
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
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載
し
た
特
別
遺
族
年
金
証
書
（
様
式
第
一
号
）
を
当
該
受
給
権
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
別
遺
族
年
金
証
書
の
番
号

二

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三

支
給
の
請
求
を
し
た
年
月
日

第
十
二
条

特
別
遺
族
年
金
証
書
を
交
付
さ
れ
た
受
給
権
者
は
、
当
該
特
別
遺
族
年
金
証
書
を
亡
失
し
若
し
く
は
著
し
く
損
傷

し
、
又
は
受
給
権
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
特
別
遺
族
年
金
証
書
の
再
交
付
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
受
給
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
別
遺
族
年
金
証
書
の
番
号

二

亡
失
、
損
傷
又
は
氏
名
の
変
更
の
事
由

３

特
別
遺
族
年
金
証
書
を
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
り
前
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
と
き
は
こ
れ
に
そ
の
損
傷
し
た
特
別
遺
族
年

金
証
書
を
、
受
給
権
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
前
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
と
き
は
こ
れ
に
氏
名
の
変
更
前
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に
交
付
を
受
け
た
特
別
遺
族
年
金
証
書
及
び
そ
の
変
更
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

特
別
遺
族
年
金
証
書
の
再
交
付
を
受
け
た
受
給
権
者
は
、
そ
の
後
に
お
い
て
亡
失
し
た
特
別
遺
族
年
金
証
書
を
発
見
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
発
見
し
た
特
別
遺
族
年
金
証
書
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

特
別
遺
族
年
金
証
書
を
交
付
さ
れ
た
受
給
権
者
又
は
そ
の
遺
族
は
、
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た

場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
特
別
遺
族
年
金
証
書
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
の
定
期
報
告
）

第
十
四
条

特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
毎
年
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
日
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
日
」
と
い
う

。
）
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
て
通
知
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名

三

受
給
権
者
及
び
前
号
の
遺
族
の
う
ち
第
三
条
に
規
定
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
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こ
と
が
で
き
る
遺
族
で
あ
る
者
の
そ
の
障
害
の
状
態
の
有
無

２

前
項
の
報
告
書
に
は
、
指
定
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
給
権
者
及
び
前
項
第
二
号
の
遺
族
の
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

二

前
項
第
二
号
の
遺
族
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
受
給
権
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類

三

前
項
第
三
号
の
遺
族
に
つ
い
て
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書

（
特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
の
届
出
）

第
十
五
条

特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

二

法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
（
法
第
六
十
条
第
一
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合

を
除
く
。
）
に
よ
り
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合

三

特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
（
法
第
六
十
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条
第
一
項
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
遺
族
を
除
く
。
）
の
数
に
増
減
を
生
じ
た
場
合

２

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
届
出
は
、
特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
の
住
所
を
管
轄
す

る
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
遺
族
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働

基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
又
は
前
項
の
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
文
書
に
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
そ
の
他
の
資

料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
の
資
料
の
う
ち
返
還
を
要
す
る
書
類
そ
の

他
の
物
件
が
あ
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
遺
族
年
金
の
払
渡
希
望
金
融
機
関
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
六
条

特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
は
、
そ
の
払
渡
を
受
け
る
金
融
機
関
又
は
郵
便
局
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
別
遺
族
年
金
証
書
の
番
号
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二

受
給
権
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

新
た
に
特
別
遺
族
年
金
の
払
渡
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
金
融
機
関
の
名
称
及
び
当
該
払
渡
に
係
る
預
金
通
帳
の
記

号
番
号
又
は
新
た
に
特
別
遺
族
年
金
の
払
渡
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
郵
便
局
の
名
称
、
所
在
地
及
び
郵
便
振
替
口
座

の
口
座
番
号

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
助
力
等
）

第
十
七
条

労
災
保
険
適
用
事
業
主
は
、
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
か
ら
特
別
遺
族
給
付
金
を
受
け
る
た
め

に
必
要
な
証
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
証
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
意
見
申
出
）

第
十
八
条

労
災
保
険
適
用
事
業
主
は
、
当
該
労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
事
業
に
係
る
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
の
請
求
に
つ

い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
意
見
の
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。
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一

労
働
保
険
番
号

二

労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

三

死
亡
労
働
者
等
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

四

死
亡
労
働
者
等
の
死
亡
の
年
月
日

五

労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
意
見

（
未
支
給
の
特
別
遺
族
給
付
金
）

第
十
九
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
労
災
保
険
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
未

支
給
の
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
所
轄
労
働
基

準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
し
た
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
死
亡
の
年
月
日

二

請
求
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
死
亡
し
た
受
給
権
者
（
未
支
給
の
特
別
遺
族
給
付
金
が
特
別
遺
族
年
金
で
あ
る
と
き
は
、

死
亡
労
働
者
等
）
と
の
関
係

三

未
支
給
の
特
別
遺
族
給
付
金
の
種
類
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２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
の
資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
労
働
者
等
に
関
し
て
市
町
村
長
に
提
出
し
た
死
亡
診
断
書
、
死
体
検
案
書
又
は
検
視
調
書
に
記
載
し
て
あ
る
事
項

に
つ
い
て
の
戸
籍
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
証
明
書
（
当
該
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い

正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）

二

未
支
給
の
特
別
遺
族
給
付
金
が
特
別
遺
族
年
金
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
そ
の
他
の
資
料

イ

請
求
人
と
死
亡
労
働
者
等
と
の
身
分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

ロ

請
求
人
が
第
三
条
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
者
が
死
亡
労
働
者
等
の
死
亡
の
時
か
ら
引
き
続
き
当
該
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
資
料

三

未
支
給
の
特
別
遺
族
給
付
金
が
特
別
遺
族
一
時
金
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

請
求
人
と
死
亡
し
た
受
給
権
者
と
の
身
分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

ロ

請
求
人
が
死
亡
し
た
受
給
権
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
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ハ

請
求
人
が
死
亡
し
た
受
給
権
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３

請
求
人
は
、
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
労
災
保
険
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
請
求
と
併
せ
て
、
当
該
請
求
人
に
係
る
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
す
べ
き
書
類
そ
の
他
の
資
料
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
書
類
そ
の
他
の
資
料
を
当
該
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
を

請
求
す
る
た
め
に
提
出
し
た
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
書
類
そ
の
他
の
資
料
を

提
出
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
へ
の
充
当
）

第
二
十
条

法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
労
災
保
険
法
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
特
別

遺
族
年
金
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
へ
の
充
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

一

特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
の
死
亡
に
係
る
特
別
遺
族
年
金
又
は
特
別
遺
族
一
時
金
の
受
給
権
者
が
、
当
該
特
別
遺
族

年
金
の
受
給
権
者
の
死
亡
に
伴
う
当
該
特
別
遺
族
年
金
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係
る
債
務
の

弁
済
を
す
べ
き
者
で
あ
る
と
き
。
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二

特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
が
、
同
一
の
事
由
に
よ
る
同
順
位
の
特
別
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
の
死
亡
に
伴
う
当
該
特

別
遺
族
年
金
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
で
あ
る
と
き
。

（
所
在
不
明
に
よ
る
支
給
停
止
の
申
請
）

第
二
十
一
条

法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
労
災
保
険
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

所
在
不
明
者
の
氏
名
、
最
後
の
住
所
及
び
所
在
不
明
と
な
っ
た
年
月
日

二

申
請
人
の
氏
名
及
び
住
所

三

申
請
人
が
所
在
不
明
者
と
同
順
位
者
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
人
の
特
別
遺
族
年
金
証
書
の
番
号

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
所
在
不
明
者
の
所
在
が
一
年
以
上
明
ら
か
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
所
在
不
明
に
よ
る
支
給
停
止
の
解
除
の
申
請
）

第
二
十
二
条

法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
労
災
保
険
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は

、
申
請
書
及
び
特
別
遺
族
年
金
証
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
事
業
主
か
ら
受
け
た
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
届
出
等
）

第
二
十
三
条

死
亡
労
働
者
等
の
遺
族
が
、
当
該
死
亡
労
働
者
等
を
使
用
し
て
い
た
労
災
保
険
適
用
事
業
主
か
ら
民
法
（
明
治

二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
に
よ
る
損
害
賠
償
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
損
害
賠
償
」
と
い
う
。
）
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
と
き
に
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
、
損

害
賠
償
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
遅
滞
な
く
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
労
働
者
等
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

損
害
賠
償
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
死
亡
労
働
者
等
と
の
関
係

三

事
業
の
名
称
及
び
事
業
場
の
所
在
地

四

損
害
賠
償
の
受
領
額
及
び
そ
の
受
領
状
況

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
停
止
又
は
減
額

の
基
礎
と
な
る
事
項
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２

前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
死
亡
労
働
者
等
を
使
用
し
て
い
た
労
災
保
険
適
用
事
業
主

の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
七
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
労
災
保
険
適
用
事
業
主
の
証
明
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
費
用
の
納
付
）

第
二
十
四
条

法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
は
、
日
本
銀
行
（
本
店
、
支
店
、
代
理
店
及
び
歳
入
代
理
店
を

い
う
。
）
又
は
都
道
府
県
労
働
局
若
し
く
は
労
働
基
準
監
督
署
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
示
送
達
の
方
法
）

第
二
十
五
条

法
第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
徴
収
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
国
税
徴
収
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
徴
収
金
に
関
す
る
公
示
送
達
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
送
達
す
べ
き
書
類
を
保
管
し
、
い
つ
で
も
送
達
を

受
け
る
べ
き
者
に
交
付
す
る
旨
を
そ
の
都
道
府
県
労
働
局
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
。

（
報
告
の
請
求
等
）

第
二
十
六
条

法
第
七
十
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
等
の
請
求
並
び
に
法
第
七

十
一
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
文
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
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す
る
。

（
証
明
書
の
様
式
）

第
二
十
七
条

法
第
七
十
三
条
第
四
項
及
び
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
た
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
職
員
が
携
帯
す
べ
き
証
明
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
関
す
る
保
険
数
理
及
び
統
計
に
関
す
る
事
務
」
を
「
労
働
者
災
害
補

償
保
険
に
関
す
る
保
険
数
理
及
び
統
計
に
関
す
る
事
務
並
び
に
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
特
別
遺
族
給
付
金
に
関
す
る
数
理
及
び
統
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計
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
四
項
中
「
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
」
を
「
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
及
び
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
の

規
定
に
よ
る
特
別
遺
族
給
付
金
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
」
を
「
、
労
働
者
災
害
補
償

保
険
法
」
に
改
め
、
「
保
険
給
付
」
の
下
に
「
及
び
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
」
を

加
え
る
。

第
七
百
七
十
八
条
第
一
項
第
九
号
中
「
こ
と
」
を
「
こ
と
（
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）

」
に
改
め
る
。

第
七
百
八
十
四
条
第
四
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
」
の
下
に
「
及
び
石
綿
健

康
被
害
救
済
法
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

石
綿
健
康
被
害
救
済
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
。
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様式第１号（第十一条関係）

表紙（表面）

石綿健康被害救済法

特別遺族年金証書

厚生労働省

表紙（内面）

石綿健康被害救済法

特別遺族年金証書

管轄局署 年金証書の番号 枝番号 死亡労働者等の生年月日 再発行番号

受給権者の氏名

受給権者の生年月日 年 月 日

請求年月日 年 月 日

石綿による健康被害の救済に関する法律によって上記の特別遺族年金の支給を行
うことを決定したことを証します。

年 月 日
労働基準監督署長

大きさは、縦114．3ミリメートル、横177．8ミリメートル
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裏表紙（内面）

（注意）

１ 年金証書の提示又は提出
(1) 郵便局において年金の支払を受けようとするときは、窓口に送金通知書を

提出するとともにこの証書を提示してください。
(2) 年金の支給決定を受けた労働基準監督署長から年金証書の提示又は提出を

命ぜられたときは、その労働基準監督署長にこの証書を提示又は提出してく
ださい。

２ 年金証書の再交付
この証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があっ

たときは、年金証書の再交付を年金の支給決定を受けた労働基準監督署長に請
求してください。

なお、年金証書の再交付を請求するとき(亡失の場合を除く。）は、既に交付
を受けている年金証書を提出してください。

裏表紙(表面）

３ 年金証書の返納

(1） 次の場合は、この証書を年金の支給決定を受けた労働基準監督署長に返納
してください。
イ 年金を受ける権利が消滅したとき
ロ その他年金の支給決定を受けた労働基準監督署長から返納を命ぜられ

たとき
(2) 再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、発見し

た年金証書を返納してください。

大きさは、縦114．3ミリメートル、横177．8ミリメートル
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石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

第
七
十
三
条
第
二
項

厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
関
し
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
、
労
災
保
険
の
保
険
関
係
が
成
立

し
て
い
る
事
業
の
事
業
場
又
は
労
働
保
険
事
務
組
合
等
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、

関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

第

号

年

月

日

交
付

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

厚

生

労

働

省

事

業

場

検

査

証

又

は

都

道

府

県
労
働
局

印

官
職

氏

名

様式第２号（第二十七条関係 （表面）） 様式第２号（第二十七条関係 （裏面））
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石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

第
七
十
四
条
第
一
項

厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
関
し
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
に
係
る
遺
族
の
診
断

若
し
く
は
診
療
、
薬
剤
の
支
給
若
し
く
は
手
当
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
を
使
用

す
る
者
に
対
し
、
そ
の
行
っ
た
診
断
又
は
診
療
、
薬
剤
の
支
給
若
し
く
は
手
当

に
つ
き
、
報
告
若
し
く
は
診
療
録
そ
の
他
の
物
件
の
提
示
を
求
め
、
又
は
当
該

職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

号

年

月

日

交
付

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

厚

生

労

働

省

診

療

録

質

問

証

又

は

都

道

府

県
労
働
局

印

官
職

氏

名

様式第３号（第二十七条関係 （表面）） （ ）（ ）様式第３号 第二十七条関係 裏面
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